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○
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
法
務
省
令
第
五
十
一
号
）

第
一
条

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
基
準
（
技
能
実
習
の
在
留
資

格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
二
号
イ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
技
能
実
習
第
二
号
イ
」
と

い
う
。
）
へ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
二
十
条
の
二
の
申
請
を
行
っ
た
者
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）
が
国
籍
又
は
住
所
を
有
す
る
国
に
帰
国
後
本

邦
に
お
い
て
修
得
し
た
技
能
、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

申
請
人
が
本
邦
に
お
け
る
技
能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
技
能
実
習
第
一
号
イ
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
た
活
動
に
よ
り
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
（
職
業
能

力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
技
能
検
定
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
検
定
又
は
試
験
に
合
格
し
て
い
る
こ
と
。

三

申
請
人
が
技
能
実
習
第
二
号
イ
に
応
じ
た
活
動
を
技
能
実
習
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
実
践
的
な
技
能

等
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
が
、
技
能
実
習
第
一
号
イ
に
応
じ
た
活
動
と
同
一
の
実
習
実
施
機
関
（
本
邦

に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
技
能
実
習
を
実
施
す
る
法
人
（
親
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条

第
四
号
に
規
定
す
る
親
会
社
を
い
う
。
）
若
し
く
は
子
会
社
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
の
関
係
に
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あ
る
複
数
の
法
人
又
は
同
一
の
親
会
社
を
も
つ
複
数
の
法
人
が
共
同
で
実
施
す
る
場
合
は
こ
れ
ら
複
数
の
法
人
）
又
は
個

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
か
つ
、
同
一
の
技
能
等
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
技
能
実
習
生
の
責
め
に

帰
す
べ
き
理
由
が
な
く
同
一
の
実
習
実
施
機
関
で
実
施
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

申
請
人
に
対
す
る
報
酬
が
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
の
報
酬
と
同
等
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
が
実
習
実
施
機
関
の
常
勤
の
職
員
で
修
得
し
よ
う
と
す
る
技
能
等
に
つ
い
て

五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
技
能
実
習
指
導
員
」
と
い
う
。
）
の
指
導
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

七

実
習
実
施
機
関
に
申
請
人
の
生
活
の
指
導
を
担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
生
活
指
導
員
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
。

八

実
習
実
施
機
関
が
、
技
能
実
習
生
が
技
能
実
習
第
二
号
イ
に
応
じ
た
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
事
由
が

生
じ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
地
方
入
国
管
理
局
に
当
該
事
実
及
び
対
応
策
を
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

九

実
習
実
施
機
関
が
技
能
実
習
生
用
の
宿
泊
施
設
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

十

実
習
実
施
機
関
が
、
申
請
人
が
技
能
等
の
修
得
活
動
を
開
始
す
る
前
に
、
そ
の
事
業
に
関
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

十
一

実
習
実
施
機
関
が
技
能
実
習
生
の
帰
国
旅
費
の
確
保
そ
の
他
の
帰
国
担
保
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

十
二

実
習
実
施
機
関
が
技
能
実
習
の
実
施
状
況
に
係
る
文
書
を
作
成
し
、
技
能
実
習
を
実
施
す
る
事
業
所
に
備
え
付
け
、

当
該
技
能
実
習
の
終
了
の
日
か
ら
一
年
以
上
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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十
三

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
。
以
下
「
基
準
省
令
」
と
い

う
。
）
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
八
号
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
外
国
人
の
技
能
実
習
に
係
る
不
正
行
為
（
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
を
妨
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

技
能
実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
」
と
い
う
。
）
、
基
準
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習

の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
六
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
外
国
人
の
技
能
実
習
に
係
る
不
正

行
為
（
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
を
妨
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
」
と

い
う
。
）
又
は
基
準
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
十
号
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
外
国
人
の
研
修
に
係
る
不
正
行
為
（
研
修
の
適
正
な
実
施
を
妨
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
研
修
の
表

に
掲
げ
る
不
正
行
為
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後

そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
し
、
か
つ
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
の

表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
又
は
研
修
の
表

に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
を
行
い
、
当
該
行
為
に
対
し
地
方
入
国
管
理
局
か
ら
改
善
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導

を
受
け
た
場
合
は
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
基
準
省
令
の
表
の
法
別

表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
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る
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

十
六

実
習
実
施
機
関
の
経
営
者
又
は
管
理
者
が
過
去
五
年
間
に
他
の
機
関
の
経
営
者
、
役
員
又
は
管
理
者
と
し
て
外
国
人

の
技
能
実
習
又
は
研
修
の
運
営
又
は
監
理
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
従
事
期
間
中
、
当
該
他
の
機
関
が
技
能

実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不

正
行
為
を
行
っ
て
い
た
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期

間
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

十
七

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
の
活
動
の
期
間
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

技
能
実
習
第
一
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
（
法
第
二
十
条
第
五
項
又
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
在

留
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
除
く
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
年
以

下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

技
能
実
習
第
一
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
が
九
月
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
技
能
実
習
第
二
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の

期
間
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
の
お
お
む
ね
一
・
五
倍
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ハ

技
能
実
習
第
二
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
と
技
能
実
習
第
一
号
イ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
（
法
第
二
十
条
第
五
項

又
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
在
留
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を

含
む
。
）
を
合
わ
せ
て
三
年
以
内
の
期
間
で
あ
る
こ
と
。

第
二
条

法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
基
準
（
技
能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
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二
号
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
技
能
実
習
第
二
号
ロ
」
と
い
う
。
）
へ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
人
が
国
籍
又
は
住
所
を
有
す
る
国
に
帰
国
後
本
邦
に
お
い
て
修
得
し
た
技
能
等
を
要
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

申
請
人
が
本
邦
に
お
け
る
技
能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
技
能
実
習
第
一
号
ロ
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
た
活
動
に
よ
り
基
礎
二
級
の
技
能
検
定
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
る
検
定
又
は
試
験
に
合
格
し
て
い
る
こ
と
。

三

申
請
人
が
技
能
実
習
第
二
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
を
技
能
実
習
計
画
に
基
づ
き
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
実
践
的
な
技
能

等
を
修
得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

四

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
が
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
と
同
一
の
実
習
実
施
機
関
で
、
か

つ
、
同
一
の
技
能
等
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
技
能
実
習
生
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
が
な
く
同
一
の
実
習

実
施
機
関
で
実
施
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

申
請
人
に
対
す
る
報
酬
が
日
本
人
が
従
事
す
る
場
合
の
報
酬
と
同
等
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
が
技
能
実
習
指
導
員
の
指
導
の
下
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

七

実
習
実
施
機
関
に
生
活
指
導
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

八

技
能
実
習
の
内
容
が
船
上
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
申
請
人
を
含
め
た
漁
船
に
乗
り
組
む
技
能
実

習
生
の
人
数
が
各
漁
船
に
つ
き
実
習
実
施
機
関
の
乗
組
員
（
技
能
実
習
生
を
除
く
。
）
の
人
数
を
超
え
る
も
の
で
な
い
こ
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と
。

九

技
能
実
習
生
の
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
団
体
（
以
下
「
監
理
団
体
」
と
い

う
。
）
が
、
技
能
実
習
生
が
技
能
実
習
第
二
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
を
終
了
し
て
帰
国
し
た
場
合
又
は
技
能
実
習
第
二
号
ロ

に
応
じ
た
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
地
方
入
国
管
理
局
に
当
該
事
実

及
び
対
応
策
（
技
能
実
習
第
二
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
限
る
。
）

を
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十

監
理
団
体
又
は
実
習
実
施
機
関
が
技
能
実
習
生
用
の
宿
泊
施
設
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

十
一

監
理
団
体
又
は
実
習
実
施
機
関
が
、
申
請
人
が
技
能
等
の
修
得
活
動
を
開
始
す
る
前
に
、
実
習
実
施
機
関
の
事
業
に

関
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
に
よ
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
係
る
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

十
二

監
理
団
体
が
技
能
実
習
生
の
帰
国
旅
費
の
確
保
そ
の
他
の
帰
国
担
保
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

十
三

監
理
団
体
が
技
能
実
習
に
係
る
あ
っ
せ
ん
に
関
し
て
収
益
を
得
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
四

監
理
団
体
又
は
そ
の
役
員
、
管
理
者
若
し
く
は
技
能
実
習
の
監
理
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ

の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
を
行
っ

た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経

過
し
、
か
つ
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
五

監
理
団
体
又
は
そ
の
役
員
、
管
理
者
若
し
く
は
技
能
実
習
の
監
理
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
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の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
又
は
研
修
の

表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
を
行
い
、
当
該
行
為
に
対
し
地
方
入
国
管
理
局
か
ら
改
善
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指

導
を
受
け
た
場
合
は
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

十
六

監
理
団
体
又
は
そ
の
役
員
、
管
理
者
若
し
く
は
技
能
実
習
の
監
理
に
従
事
す
る
常
勤
の
職
員
が
基
準
省
令
の
表
の
法

別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

十
七

監
理
団
体
の
役
員
又
は
管
理
者
が
過
去
五
年
間
に
他
の
機
関
の
経
営
者
、
役
員
又
は
管
理
者
と
し
て
外
国
人
の
技
能

実
習
又
は
研
修
の
運
営
又
は
監
理
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
従
事
期
間
中
、
当
該
他
の
機
関
が
技
能
実
習
第

一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為

を
行
っ
て
い
た
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経

過
し
て
い
る
こ
と
。

十
八

実
習
実
施
機
関
が
技
能
実
習
の
実
施
状
況
に
係
る
文
書
を
作
成
し
、
技
能
実
習
を
実
施
す
る
事
業
所
に
備
え
付
け
、

当
該
技
能
実
習
の
終
了
の
日
か
ら
一
年
以
上
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
九

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
の

表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
を
行
っ
た

こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
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し
、
か
つ
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
の

表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
又
は
研
修
の
表

に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
を
行
い
、
当
該
行
為
に
対
し
地
方
入
国
管
理
局
か
ら
改
善
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導

を
受
け
た
場
合
は
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
一

実
習
実
施
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
、
技
能
実
習
指
導
員
若
し
く
は
生
活
指
導
員
が
基
準
省
令
の
表
の
法

別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲

げ
る
規
定
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
二

実
習
実
施
機
関
の
経
営
者
又
は
管
理
者
が
過
去
五
年
間
に
他
の
機
関
の
経
営
者
、
役
員
又
は
管
理
者
と
し
て
外
国

人
の
技
能
実
習
又
は
研
修
の
運
営
又
は
監
理
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
従
事
期
間
中
、
当
該
他
の
機
関
が
技

能
実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る

不
正
行
為
を
行
っ
て
い
た
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
三

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
の
実
施
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
を
行
う
機
関
（
監
理
団
体
を
除
く
。
以
下

「
あ
っ
せ
ん
機
関
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
機
関
が
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
、
か
つ
、
技
能
実
習

に
係
る
あ
っ
せ
ん
に
関
し
て
収
益
を
得
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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二
十
四

あ
っ
せ
ん
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
若
し
く
は
常
勤
の
職
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正

行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
場
合

は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
し
、
か
つ
、
再
発

防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
五

あ
っ
せ
ん
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
若
し
く
は
常
勤
の
職
員
が
技
能
実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正

行
為
に
準
ず
る
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
に
準
ず
る
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行

為
に
準
ず
る
行
為
を
行
い
、
当
該
行
為
に
対
し
地
方
入
国
管
理
局
か
ら
改
善
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導
を
受
け
た
場
合

は
、
再
発
防
止
に
必
要
な
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
十
六

あ
っ
せ
ん
機
関
又
は
そ
の
経
営
者
、
管
理
者
若
し
く
は
常
勤
の
職
員
が
基
準
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表

の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
刑

に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
七

あ
っ
せ
ん
機
関
の
経
営
者
又
は
管
理
者
が
過
去
五
年
間
に
他
の
機
関
の
経
営
者
、
役
員
又
は
管
理
者
と
し
て
外
国

人
の
技
能
実
習
又
は
研
修
の
運
営
又
は
監
理
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
従
事
期
間
中
、
当
該
他
の
機
関
が
技

能
実
習
第
一
号
イ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
、
技
能
実
習
第
一
号
ロ
の
表
に
掲
げ
る
不
正
行
為
又
は
研
修
の
表
に
掲
げ
る

不
正
行
為
を
行
っ
て
い
た
場
合
は
、
当
該
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
日
後
そ
れ
ぞ
れ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
。
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二
十
八

申
請
人
が
従
事
し
よ
う
と
す
る
技
能
実
習
の
活
動
の
期
間
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

技
能
実
習
第
一
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
（
法
第
二
十
条
第
五
項
又
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
在

留
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
除
く
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
年
以

下
で
あ
る
こ
と
。

ロ

技
能
実
習
第
一
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
が
九
月
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
技
能
実
習
第
二
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の

期
間
が
技
能
実
習
第
一
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
の
お
お
む
ね
一
・
五
倍
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ハ

技
能
実
習
第
二
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
と
技
能
実
習
第
一
号
ロ
に
応
じ
た
活
動
の
期
間
（
法
第
二
十
条
第
五
項

又
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
在
留
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を

含
む
。
）
を
合
わ
せ
て
三
年
以
内
の
期
間
で
あ
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者

等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第

三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
規
定
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
定
め
る
基
準
は
、
申
請
人
が
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
第
二
十
条
第
二
項
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
法
第
六
条
第
二
項
又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
の
申
請
の
際
提
出
し
た
研
修
計
画
上
の
研
修
の
終
期
が
こ
の
省
令
の
施
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行
前
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
を
決
定
さ
れ
て
本
邦
に
上
陸
し
た
外
国
人
で
あ

っ
て
そ
の
後
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
も
の
は
、
第
一
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
二
条
第
二
号
、
第

四
号
及
び
第
二
十
八
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
技
能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄

第
一
号
イ
又
は
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
決
定
さ
れ
て
本
邦
に
上
陸
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
特
定
活
動
の
在
留
資
格
（
技
能
実
習
を
目
的
と
す
る
活
動
を

指
定
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
は
、
第
一
条
第
十
七
号
並
び
に
第
二
条
第
八
号
及
び
第
二
十
八

号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
技
能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
二
号
イ
又
は
ロ
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
別
表
第
一
の
四
の
表
の
研
修
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
法
務
省
令

第
五
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
二
条
第
八
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
技

能
実
習
の
在
留
資
格
（
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
も
っ
て
本

邦
に
在
留
す
る
技
能
実
習
生
と
み
な
す
。


